
 

盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針について 

 

 

１．概 要 

○ 盛土規制法においては、国が、国土全体にわたる盛土対策の総括的な考え方や基

礎調査の実施方法、規制区域の指定の考え方等について示すことで、各地方公共団

体が適確に法律の運用を行えるよう、主務大臣（国土交通大臣、農林水産大臣）が

盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針を策定することとしている。 

○ 基本方針は、社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審議会及び林政審議会

の意見を聴いて定めることとなるが、その案について御検討いただきたい。 

 

 

２．基本方針の骨子イメージ 
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３．検討スケジュール（案） 

令和４年６月 15 日（水） 第１回検討会  骨子案の提示 

７月下旬     第２回検討会  基本方針案の提示 

９月上旬     第３回検討会  基本方針（案）セット 

関係行政機関協議 

地方公共団体に事前提示 

令和５年５月       社会資本整備審議会の意見聴取 

基本方針セット 
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盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針（骨子案） 

 

 

Ⅰ．盛土等に伴う災害の防止に関する基本的な事項 

○基本方針の位置づけ 

○盛土等に伴う災害の防止についての基本的な考え方 等 

 

Ⅱ．「基礎調査」の実施について指針となるべき事項 

（１）宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域の指定の

ための調査 

○目的、対象とする区域の考え方、区域指定のための調査方法 等 

（２）盛土等に伴う災害の防止のための対策に必要な調査 

○目的、調査対象とする盛土の考え方、対象となる盛土の調査方法 等 

 

Ⅲ．宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域の指定につ

いて指針となるべき事項 

○基礎調査の実施後、区域指定を行うまでの手続（関係市町村長の意見聴取、指定

区域の公示、関係市町村長への通知等） 等 

 

Ⅳ．その他、盛土等に伴う災害の防止に関する重要事項 

○法執行体制・能力の強化 

・不法盛土発見時の現認方法、手続等のガイドラインの整備 

・地方公共団体における新たな法制度所管部局、廃棄物担当部局、警察等との連

絡会議、人事交流等の実施  等 

○その他の重要事項 

 

別紙 


